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（第１２条関係）附表第１

特殊消防ポンプ自動車に係る特殊消火装置の個別鑑定手数料（その１）

特殊消防ポンプ自動車の種類 個 別 鑑 定 手 数 料

水槽付消防ポンプ自動車 一台につき ２５，０００円

災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車

最大混合流量が 一台につき ５０，０００円

化学消防 未満のもの3,000 Lmin
ポンプ自動車 最大混合流量が 一台につき １４０，０００円

以上のもの3,000 L/min
災害対応特殊 最大混合流量が 一台につき ５０，０００円

化学消防 未満のもの3,000 Lmin
ポンプ自動車 最大混合流量が 一台につき １４０，０００円

以上のもの3,000 L/min
大型化学消防ポンプ自動車 一台につき １４０，０００円

災害対応特殊化学消防ポンプ自動車大Ⅰ型

化学消防ポンプ自動車大Ⅱ型 一台につき ２１５，０００円

災害対応特殊化学消防ポンプ自動車大Ⅱ型

規格地上高 以上のもので 一台につき ２７０，０００円15m
はしご付消防 昇降機及びバスケット付のもの

ポンプ自動車 上記はしご付消防ポンプ自動車 一台につき １５０，０００円

以外のもの

災害対応特殊 規格地上高 以上のもので 一台につき ２７０，０００円15m
はしご付消防 昇降機及びバスケット付のもの

ポンプ自動車 上記災害対応特殊はしご付消防 一台につき １５０，０００円

ポンプ自動車以外のもの

屈折はしご付消防ポンプ自動車 一台につき ２７０，０００円

災害対応特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車

災害対応特殊屈折放水塔車 一台につき １５０，０００円

はしご 規格地上高 以上のもので 一台につき ２９５，０００円15 m
・水槽付 昇降機及びバスケット付のもの

消防ポンプ 上記はしご・水槽付消防ポンプ 一台につき １７５，０００円

自動車 自動車以外のもの

備考 １．表中の鑑定手数料は、消防ポンプ自動車の受託試験を受けるものに限る。

２．手数料の中には、消費税は含まれてない。

[転載禁止]特殊消防ポンプ自動車に係る特殊消火装置の個別鑑定手数料（H17.5.6制定） 日本消防検定協会
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特殊消防ポンプ自動車に係る特殊消火装置の個別鑑定手数料（その２）

特殊消防ポンプ自動車の種類 個 別 鑑 定 手 数 料

はしご装置 化学装置

規格地上高 最大混合流量が 一台につき ３２０，０００円15
はしご付 ｍ 未満のもの3,000 L/min
化学消防 以上のもので 最大混合流量が 一台につき ４１０，０００円

ポ ン プ 昇降機及びバス 以上のもの3,000 Lmin
自 動 車 ケット付のもの

上記以外のはし 最大混合流量が 一台につき ２００，０００円

ご装置のもの 未満のもの3,000 L/min
最大混合流量が 一台につき ２９０，０００円

以上のもの3,000 L/min
屈折はしご・水槽付消防ポンプ自動車 一台につき ２９５，０００円

最大混合流量が 一台につき ３２０，０００円

屈折はしご付化学 未満のもの3,000 L/min
消防ポンプ自動車 最大混合流量が 一台につき ４１０，０００円

以上のもの3,000 L/min
大型高所放水車 一台につき １５０，０００円

放水塔付消防ポンプ自動車 一台につき １５０，０００円

大型化学高所放水車 一台につき ２９０，０００円

はしご付大型高所放水車 一台につき ４２０，０００円

放水塔・水槽付消防ポンプ自動車 一台につき １７５，０００円

最大混合流量が 一台につき ２００，０００円

放水塔付化学 未満のもの3,000 L/min
消防ポンプ自動車 最大混合流量が 一台につき ２９０，０００円

以上のもの3,000 L/min
泡原液搬送車 一台につき ２５，０００円

大型動力ポンプ付消防自動車 一台につき １２０，０００円

備考 １．表中の鑑定手数料は、消防ポンプ自動車の受託試験を受けるものに限る。

２．手数料の中には、消費税は含まれてない。

[転載禁止]特殊消防ポンプ自動車に係る特殊消火装置の個別鑑定手数料（H17.5.6制定） 日本消防検定協会




